
木
造
覚
盛
上
人
坐
像
に
つ
い
て

川
瀬
由
照

は
じ
め
に

現
在
、
中
興
堂
に
祀
ら
れ
る
覚
盛
上
人
坐
像
は
重
要
文
化
財
の
名
称
が
諡
号
の
木
造
大
悲
菩
薩
坐
像(1)で
、
当
寺
中
興
祖
師
の
木
彫
像
で
あ

る
。
像
内
墨
書
銘
に
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
八
月
十
七
日
、
大
仏
師
成
慶
に
よ
っ
て
造
像
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
室
町
時
代
肖
像
彫
刻

の
基
準
作
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
す
で
に
本
像
に
つ
い
て
の
所
見
や
像
内
銘
の
成
慶
に
つ
い
て
も
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る(2)。
本

稿
で
は
そ
れ
ら
を
超
え
る
よ
う
な
新
知
見
は
あ
ま
り
な
い
が
、
調
査
の
報
告
と
本
像
制
作
の
事
情
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

一

覚
盛
上
人
坐
像
の
概
要

ま
ず
本
像
（
図
1
〜
11
）
の
概
要
を
詳
述
す
る
（
平
成
十
七
年
度
の
保
存
修
理
の
際
の
所
見
と
修
理
解
説
書
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
の
調
査
に
も

と
づ
く
）。

像
高
八
七
・
五
㎝
を
測
る
等
身
の
僧
侶
の
坐
像(3)で
、
頭
部
は
円
頂
、
壮
貌
、
額
に
皺
三
条
を
表
し
、
眉
を
伸
ば
し
て
垂
ら
す
。
著
衣
は
内

衣
、
褊
衫
を
各
右
前
打
合
せ
で
著
し
大
衣
（
仏
陀
羅
装
）
を
懸
け
、
下
半
身
に
裙
を
著
す
。
両
手
屈
臂
し
左
手
膝
上
に
掌
を
内
に
向
け
全
指

を
曲
げ
払
子
を
執
り
、
右
手
は
膝
上
で
全
指
を
伸
べ
て
掌
を
伏
せ
、
顔
を
正
面
を
向
け
畳
座
上
に
坐
す
。
左
右
袖
よ
り
衣
を
大
き
く
ひ
ろ
げ
る
。
63



図1 覚盛上人坐像 全身正面

図3 全身右側面 図2 全身左側面
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図4 全身右斜側面

図5 全身背面

木造覚盛上人坐像について

65



図6 頭部左斜側面図7 頭部正面

図8 頭部左側面図9 頭部右側面
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図10 像 底

図11 像 内

構
造
は
、
檜
材
の
寄
木
造
で
頭
体
幹
部
を
別
材
製
と
す
る
。
頭
部
は
体
部
襟
際
の
肉
身
部
を
含
み
耳
前
で
前
後
二
材
製
と
し
、
襟
際
で
体

部
に
矧
ぐ
。
体
幹
部
は
正
面
・
背
面
に
各
二
材
を
矧
ぎ
、
左
右
両
体
側
部
に
各
二
材
を
矧
ぐ
。
左
右
の
肩
に
そ
れ
ぞ
れ
別
材
を
矧
ぐ
箱
組
の

構
造
に
な
る
。
両
足
部
前
後
二
材
の
下
に
正
面
側
に
横
一
材
、
左
右
端
に
前
後
二
材
の
小
材
を
矧
ぐ
。
裙
先
別
材
。
左
右
袖
よ
り
垂
下
す
る

木造覚盛上人坐像について
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衣
は
各
左
右
二
材
。
頭
体
幹
部
は
内
刳
り
を
施
す
。
両
手
先
は
各
一
材
製
差
込
矧
ぎ
。
眉
毛
別
材
、
正
面
袈
裟
の
折
り
返
し
部
各
別
材
矧
ぎ
。

持
物
は
柄
一
材
、
白
毛
よ
り
な
る
。

表
面
は
錆
地
白
下
地
に
彩
色
仕
上
げ
。
肉
身
部
肉
色
、
唇
朱
。
内
衣
は
白
色
、
褊
衫
は
黄
色
、
大
衣
は
褐
色
、
条
葉
と
田
相
部
の
界
線
を

墨
描
す
る
。

像
内
体
部
背
面
に
は
左
記
の
墨
書
が
記
さ
れ
る
（
図
12
）。

于
時
應
永
二
年
乙亥
八
月
十
七
日

奉
造
立
之
所
也

招
提
寺
大
佛
師
成
慶

康
慶
法
眼
之
流

南
都
興
福
寺
住

ま
た
体
部
正
面
腹
部
下
に
は
左
記
の
墨
書
が
あ
る
（
図
13
）。

元
禄
六
癸酉
年

八
月
十
八
日

奉
再
興
仕
立

招
提
寺
大
佛
師

法
橋
弘
順

常
安
（
花
押
）

像
内
背
面
の
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
の
墨
書
は
造
像
銘
、
両
足
部
の
元
禄
六
年
の
墨
書
は
修
理
銘
と
み
ら
れ
る
。
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図12 墨書銘（応永)

図13 墨書銘（元禄)
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頭
体
幹
部
は
三
〜
四
寸
の
厚
み
で
長
さ
約
一
尺
に
な
る
二
材
を
前
後
左
右
に
矧
ぎ
足
し
て
肩
に
各
一
材
を
の
せ
る
箱
組
の
構
造
で
、
両
足

部
は
厚
み
の
な
い
前
後
二
材
の
下
に
正
面
と
左
右
に
下
部
に
材
を
足
し
て
材
の
節
約
を
行
っ
て
い
る
。
台
形
の
材
を
不
規
則
に
矧
ぎ
廻
し
、

箱
組
に
し
て
浅
く
内
刳
り
を
す
る
構
造
は
、
後
述
の
法
隆
寺
護
摩
堂
弘
法
大
師
坐
像
に
も
類
似
す
る
構
造
と
い
え
る
。

二

覚
盛
上
人
像
制
作
の
事
情

覚
盛
上
人
は
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
に
生
ま
れ
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
七
月
一
日
に
唐
招
提
寺
で
遷
化
し
た(4)。
造
像
銘
の
応
永
二
年

は
覚
盛
上
人
の
生
誕
よ
り
数
え
て
二
百
年
の
記
念
す
る
年
と
み
ら
れ
、
八
月
十
七
日
は
あ
る
い
は
生
誕
日
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
星
山
晋
也
氏

は
没
後
百
四
十
五
年
の
記
念
と
み
て
お
り
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
修
理
は
四
百
五
十
年
忌
に
備
え
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る(5)。

や
や
引
き
つ
っ
た
大
き
な
目
に
伸
び
た
眉
の
端
を
左
右
に
垂
ら
し
、
大
き
な
鼻
に
厚
い
唇
な
ど
独
特
な
面
貌
表
現
を
し
て
い
る
。
律
の
正

装
を
し
て
正
面
を
向
き
、
両
手
を
膝
上
に
置
い
て
払
子
を
執
っ
て
威
儀
を
正
し
た
姿
は
、
中
興
の
祖
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
壮
年
の
覚

盛
上
人
を
意
識
し
て
制
作
し
て
い
る
。
正
面
を
向
き
、
法
衣
の
裾
を
大
き
く
広
げ
て
払
子
を
執
る
姿
態
は
す
で
に
指
摘
の
あ
る
と
お
り
、
覚

盛
上
人
と
同
時
期
の
叡
尊
、
興
正
菩
薩
の
肖
像
に
よ
く
似
て
い
る(6)。
長
い
眉
毛
も
同
じ
で
、
叡
尊
像
を
写
し
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
が
、

室
町
中
期
と
み
ら
れ
て
い
る
唐
招
提
寺
所
蔵
の
画
像
も
長
い
眉
毛
に
払
子
を
執
っ
て
お
り
、
面
貌
は
何
か
し
ら
の
伝
承
や
画
像
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
（
図
14
）。

た
だ
大
衣
の
裾
を
大
き
く
広
げ
、
両
手
を
膝
上
に
の
せ
て
払
子
を
執
っ
て
正
面
を
向
く
姿
は
衣
文
の
形
状
の
類
似
と
と
も
に
叡
尊
像
に
範

を
と
っ
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
図
15
）。
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
躍
し
、
唐
招
提
寺
に
と
っ
て
は
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
か
ら
示

寂
す
る
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
の
わ
ず
か
五
年
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
る
が
、
律
学
の
再
興
と
舎
利
会
の
挙
行
、
著
述
を
行
う
な
ど
鑑
真

の
再
来
と
称
さ
れ
て
い
た
。
叡
尊
像
は
在
世
中
に
制
作
さ
れ
、
覚
盛
像
の
制
作
は
唐
招
提
寺
在
住
期
間
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
影
像
制
作
ま

で
至
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）
に
な
り
、
よ
う
や
く
大
悲
菩
薩
の
諡
号
が
贈
ら
れ
、
そ
の
後
、
南
北
朝
の
動
乱
や
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図14 覚盛上人画像部分（唐招提寺所蔵)

図15 叡尊上人像全身正面（国宝、西大寺所蔵／金井杜道氏撮影)
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康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
四
月
の
大
地
震
を
経
験
し
て
、
復
興
へ
の
精
神
的
な
支
柱
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
史
料
を
欠
く

も
の
の
、
覚
盛
像
制
作
は
そ
う
し
た
背
景
を
想
定
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

三

作
者
成
慶
と
椿
井
仏
師

次
に
作
者
の
成
慶
と
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
き
た
椿
井
仏
師
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
き
た
い
。
成
慶
の
事
績
は
少
な
く
、

師
弟
関
係
も
あ
ま
り
判
然
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
小
林
剛
氏
が
椿
井
仏
師
の
一
人
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。

実
作
例
と
し
て
は
こ
の
応
永
二
年
銘
の
覚
盛
上
人
像
し
か
な
い
が
、
記
録
の
上
で
は
数
例
知
ら
れ
る
。『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
応
永
年

中
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
八
）
の
記
録
に
「
椿
井
晴
慶
法
眼
」
あ
る
い
は
「
清
慶
法
印
椿
井
」
と
記
さ
れ
る
仏
師
が
お
り
、
小
林
剛
氏
は
「
晴

慶
」「
清
慶
」
は
い
ず
れ
も
本
像
の
成
慶
と
同
一
人
と
想
定
し
た(7)。
す
な
わ
ち
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
正
月
十
一
日
条
に
記
す
珍
蔵
院
新

堂
の
長
谷
寺
式
十
一
面
観
音
像
の
作
者
「
椿
井
晴
慶
法
眼
」
と
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
四
月
九
日
条
に
記
す
応
永
年
中
造
立
と
さ
れ
る

後
宝
峯
院
殿
御
願
の
十
一
面
観
音
像
の
作
者
「
清
慶
法
印
椿
井
」
で
あ
る
。
そ
の
後
、
長
谷
川
誠
氏
は
同
書
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
六
月

二
日
条
の
後
宝
峯
院
の
十
一
面
観
音
像
が
「
椿
井
成
慶
法
眼
」
の
作
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
覚
盛
像
制
作
の
成
慶
を
指

し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
小
林
氏
と
同
様
に
椿
井
仏
所
所
属
の
仏
師
と
し
た(8)。
上
原
昭
一
氏
も
慶
秀
、
舜
慶
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
躍
し

て
い
た
作
家
と
し
て
い
る(9)。

な
お
、
小
林
氏
は
『
寺
門
条
々
聞
書
』（『
寺
門
事
条
々
聞
書
』
の
誤
り
と
み
ら
れ
る
）
応
永
六
年
雑
々
聞
書
中
に
、
興
福
寺
中
門
二
天
像
の

作
者
が
「
椿
井
成
慶
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
中
門
二
天
像
に
つ
い
て
は
『
興
福
寺
濫
觴
記
』
巻
第
二
、
諸
堂
建
立
次
第
に
、

中
門

東
持
国
天
西
増
長
天
八
夜
叉
各
立
像

各
長
一
丈
四
尺
五
寸
各
八
尺
五
寸
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右
各
応
永
年
中
春
日
大
仏
師
成
慶
造
之

と
あ
り
、
春
日
大
仏
師
成
慶
が
応
永
年
中
に
中
門
の
二
天
像
を
制
作
し
た
と
記
す
。
小
林
氏
は
『
寺
門
事
条
々
聞
書
』
の
応
永
六
年
（
一
三

九
九
）
に
記
さ
れ
る
と
い
う
が
、
た
だ
し
原
典
に
あ
た
っ
た
大
河
内
智
之
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
寺
門
事
条
々
聞
書
』
応
永
六
年
雑
々

聞
書
に
は
二
天
像
の
作
者
に
つ
い
て
の
注
記
は
た
し
か
に
な
い(10)。『
奈
良
六
大
寺
大
観
四

法
隆
寺
四
』
所
収
の
「
弘
法
大
師
坐
像

護
摩

堂
所
在
」
の
注
に
は
当
該
記
事
を
記
述
し
て
い
る
が(11)、
何
を
見
て
い
る
か
不
審
で
あ
り
、
こ
の
時
に
椿
井
と
称
し
て
い
た
と
は
わ
か
ら
ず
応

永
六
年
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。

成
慶
は
他
に
足
利
義
満
発
願
の
北
山
大
塔
の
本
尊
を
造
像
し
て
い
る
。
奥
健
夫
氏
は
こ
の
事
績
か
ら
成
慶
が
奈
良
仏
師
の
京
都
進
出
の
端

緒
を
開
い
た
と
指
摘
し
て
い
る(12)。『
東
寺
百
合
文
書
』
の
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
の
『
廿
一
口
方
評
定
引
付
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
月
十

二
日
に
足
利
義
満
が
北
山
大
塔
の
本
尊
を
造
立
す
る
た
め
に
成
慶
を
東
寺
に
遣
わ
し
て
本
尊
四
仏
と
八
大
菩
薩
の
像
を
写
さ
せ
、
二
月
十
八

日
、
成
慶
は
各
像
の
名
称
を
東
寺
に
問
う
て
い
る
（「
廿
一
口
方
評
定
引
付
応
永
十
五
年
戊
子
」
く
函
四(13)）。

二
月
十
二
日

一

為
大
塔
本
尊
被
写
当
寺
塔
本
尊
問
事

為
上
意
仏
師
椿
井
法
橋
有
入
寺
、
塔
本
尊
四
仏
八
大
菩
薩
像
奉
写
之
、
彼
仏
師
摂
宝
泉
院
坊
、
一
献
勧
之
了
、

二
月
十
八
日

一

当
寺
塔
婆
安
置
八
大
菩
薩
名
字
事

当
寺
塔
婆
八
大
菩
薩
名
字
可
有
御
注
進
之
旨
、
為
上
意
之
由
、
先
日
来
臨
仏
師
椿
井
法
橋
奈
良
仏

所
云
々
申
之
間
、
披
露
処
、
此
条
尤
難
儀

至
極
也
、
其
故
者
於
四
仏
者
不
及
異
議
、
而
八
大
菩
薩
依
八
大
菩
薩
マ
タ
ラ
経
説
之
由
、
尋
旧
記
雖
注
置
之
、
尊
像
名
字
不
載
之
間
、

披
彼
経
一
々
校
勘
尊
像
之
処
、
不
合
経
文
、
少
々

相
同
、
仍
勘
理
趣
釈
経
以
下
余
経
説
、
如
此
印
相
更
不
合
、
而
間
旧
記
云
、
不
詳
其
ノ

尊
号
云
々
、
此
上
事
者
、
於
尊
名
無
左
右
雖
難
注
進
、
今
程
儀
不
及
注
進
者
、
定
衆
中
未
練
之
由
、
可
及
御
沙
汰
歟
、
還
又
可
失
面

目
之
条
勿
論
也
、
仍
或
任
印
相
符
合
、
或
約
方
位
相
同
、
大
概
注
進
之
了
、
重
能
々
可
有
糺
決
歟
、

木造覚盛上人坐像について
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東
寺
塔
婆
本
尊

四
仏
脇
士
八
大
菩
薩

東
阿
閦
左
尊

弥
勒
菩
薩

右
尊

金
剛
蔵
菩
薩

南
宝
生
左
尊

除
蓋
障
菩
薩

右
尊

虚
空
蔵
菩
薩

西
弥
陀
左
尊

文
殊
菩
薩

右
尊

観
自
在
菩
薩

北
不
空
左
尊

普
賢
菩
薩

右
尊

地
蔵
菩
薩

以
上

仏
師
の
椿
井
法
橋
が
二
月
十
二
日
に
東
寺
五
重
塔
の
四
仏
と
八
大
菩
薩
を
写
し
、
経
説
に
印
相
等
符
合
し
な
い
た
め
各
像
の
尊
名
と
配
置

に
つ
い
て
問
う
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
二
月
十
八
日
に
こ
の
注
進
に
対
す
る
回
答
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
前
日
と
み
ら
れ
る
二

月
十
七
日
付
け
の
書
状
が
や
は
り
東
寺
百
合
文
書
に
残
っ
て
お
り
、
人
々
御
中
宛
て
に
成
慶
が
出
し
た
四
仏
と
八
大
菩
薩
の
名
称
に
関
す
る

左
記
の
書
状
は
本
件
の
も
の
で
あ
ろ
う(14)。

(端
裏
裏
)(後
筆
)

｢椿
井
」則

岩
蔵
殿
の
為
御
状
候

態
進
人
〻

先
日
令
参
上
候
御
塔
□

74

第一部 鎌倉復興篇



拝
見
耳
、
預
御
意
候
□

岩
蔵
殿
委
細
申
入
候
、

畏
入
申
候
、
兼
亦
如
之
申
候

八
大
菩
薩
之
御
名

被

仰
候
て
、
可
被
進
由
候
、
菟
も

角
も
御
斗
候
て
、
四
方
之

さ
名
の
い
ん
そ
う
、
き
く
の
こ
と
く

御
名
候
て
、
被
は別
分
候
て
、
可
付
給
候
由
、

可
有
御
披
露
候
、
何
様

近
程
に
以
参
上
御
礼
共

可
申
入
候
、
恐
惶
謹
言
、

二
月
十
七
日

成
□
（
花
押
）

人
々
御
中

成
□
は
椿
井
の
表
記
か
ら
も
成
慶
で
あ
る
の
は
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
覚
盛
上
人
像
制
作
時
に
は
無
位
で
、
本
件
を
参
照
す
れ
ば
北
山
大

塔
の
本
尊
像
制
作
の
と
き
に
は
法
橋
と
な
っ
て
い
る
。
先
述
の
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
正
月
十
一
日
条
に
記

す
珍
蔵
院
新
堂
の
長
谷
寺
式
十
一
面
観
音
像
の
作
者
が
同
一
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
（「
椿
井
晴
慶
法
眼
」）、
文
明
十
七
年
の
と
き
に
は
法
眼

と
称
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
後
に
法
眼
位
を
賜
っ
た
と
み
ら
れ
、
北
山
大
塔
本
尊
像
制
作
以
前
、
或
い
は
造
像
の
功
に
よ
っ
て
法
橋
位
に
な
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
応
永
年
中
造
立
と
記
さ
れ
る
後
宝
峯
院
殿
御
願
の
十
一
面
観
音
像
の
作
者
は
、「
清
慶
法
印
椿
井
」（『
大
乗
院
寺
社
雑
事

記
』
明
応
二
年
〈
一
四
九
三
〉
四
月
九
日
条
）
と
し
て
い
る
の
で
最
終
的
に
法
印
に
ま
で
昇
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
六
月
二
日
条
で
は
法
眼
と

木造覚盛上人坐像について
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書
か
れ
て
い
る
か
ら
何
ら
か
の
齟
齬
が
あ
る
と
み
ら
れ
、
あ
る
い
は
こ
の
晴
慶
は
別
人
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

四

椿
井
仏
師
と
制
作
地

南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
の
南
都
に
は
多
く
の
小
規
模
の
仏
師
が
分
立
し
た
。
そ
の
た
め
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
作
風
や
仏
師
集
団
の
形
成

が
う
か
が
わ
れ
興
味
深
い
。
成
慶
は
前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
椿
井
仏
師
と
さ
れ
る
が
、
た
だ
し
本
像
制
作
時
に
は
椿
井
を
称
し
て
は
い
な
い
。

さ
ら
に
南
北
朝
期
の
椿
井
仏
師
も
居
所
や
工
房
所
在
地
を
椿
井
と
表
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
本
像
も
招
提
寺
大
仏
師
で
あ
り
、
興
福
寺
住
と

の
み
記
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

ま
ず
椿
井
の
名
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
仏
師
、
作
品
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
椿
井
を
称
す
る
仏
師
が
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
の
が
大
宮
文

書
の
春
日
神
宮
寺
修
理
文
書
で
あ
る
と
い
う(15)。
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
五
月
に
神
宮
寺
修
理
が
行
わ
れ
た
際
、
仏
師
と
し
て
「
仏
子
椿
井

ノ
舜
覚
房
慶
秀
法
橋
」
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

銘
記
の
う
え
で
椿
井
を
記
す
の
は
尾
道
浄
土
寺
文
殊
騎
獅
像
で
、
厨
子
底
板
に
仏
師
名
は
記
さ
れ
な
い
が
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
四
月

二
十
五
日
に
厨
子
制
作
の
斧
始
め
を
行
い
、「
大
聖
文
殊
一
体
」
を
「
南
都
津
波
居
」
で
つ
く
り
七
月
四
日
に
浄
土
寺
に
安
置
し
た
と
記
さ

れ
る
。「
津
波
居
」
を
椿
井
と
見
な
し
、
工
房
を
示
す
椿
井
の
初
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る(16)。
銘
記
に
は
「
永
和
四
年
戊午
卯
月
廿
五
日
斧
始
同

六
月
八
日
僧
堂
安
置
之
／
奉
安
置
／
大
聖
文
殊
一
躰
南
都
津
□
居
作
七
月
四
日
安
置
之
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
津
波
居
と
読
ま
れ
て
き
た

が
「
波
」
の
偏
は
明
ら
か
な
も
の
の
、
旁
の
「
皮
」
は
判
読
し
難
い
。
こ
れ
を
椿
井
と
判
断
す
る
に
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
た
だ
本
銘
記
は
あ

く
ま
で
厨
子
の
制
作
に
関
す
る
内
容
で
文
殊
像
の
制
作
時
期
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
厨
子
の
斧
始
め
が
四
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
、
六
月

八
日
に
浄
土
寺
僧
堂
に
安
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
七
月
四
日
に
南
都
の
津
□
居
作
と
い
う
文
殊
像
を
安
置
し
た
こ
と
付
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

南
都
と
記
さ
れ
る
こ
と
や
西
大
寺
と
の
関
連
か
ら
す
る
と
椿
井
仏
師
と
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

銘
文
に
は
な
い
が
記
録
に
椿
井
住
の
仏
師
と
さ
れ
る
像
に
法
隆
寺
上
堂
四
天
王
像
が
あ
る
。
本
四
天
王
像
に
つ
い
て
は
『
嘉
元
記
』
と
そ
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れ
を
引
用
し
た
と
み
ら
れ
る
『
古
今
一
陽
集
』
に
造
像
の
経
緯
と
と
も
に
作
者
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
像
が
寺
に
渡
さ

れ
た
の
が
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
か
ら
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
で
、
そ
の
後
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
に
彩
色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
上
堂

へ
は
同
年
十
二
月
に
安
置
さ
れ
、
担
当
し
た
の
が
「
仏
師
平
城
椿
井

住
闕
名

漆
師
平
城
大

路
五
路
絵
師
京
大

輔
公
」
と
記
録
さ
れ
る
。
各
像
に
は
左
記
の
銘
文
が
記
さ

れ
て
い
る
。

〔
持
国
天
首
枘
内
面
〕

奉
安
置

法
隆
寺
上
堂

施
主
尼
法
念

木
師
法
橋
寛
慶

絵
師
法
橋
専
英

文
和
四
年
乙未
十
二
月
三
日

〔
増
長
天
首
枘
内
面
〕

奉
安
置

法
隆
寺
上
堂

施
主
尼
法
念
房

木
師
法
橋
寛
慶

絵
師
法
橋
専
英

法
橋
円
勝

文
和
四
年
乙未
十
二
月
三
日

〔
広
目
天
首
枘
内
面
〕

奉
安
置

法
隆
寺
上
堂

木
師
僧
順
慶

絵
師
法
橋
円
勝

文
和
四
年
乙未
十
二
月
三
日施

主

尼
法
念

〔
多
聞
天
首
枘
内
面
〕

奉
安
置

法
隆
寺
上
堂

施
主
尼
法
念
房

木
師
僧
幸
禅

絵
師
法
橋
円
勝

文
和
四
年
乙未
十
二
月
三
日

木造覚盛上人坐像について
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図16 興福寺吉祥天像全身正面（厨子入り)

図17 興福寺吉祥天像全身正面（本体)

『
嘉
元
記
』
と
銘
文
を
考
慮
す
れ
ば
、
た
し
か
に
小
林
剛
氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
仏
師
の
寛
慶
と
順
慶
は
、
幸
禅
は
と
も
に
椿
井
に
住
す

る
同
じ
工
房
の
仏
師
と
解
せ
る(17)。

し
か
し
文
献
史
料
に
の
み
椿
井
の
住
所
を
記
録
し
、
銘
文
に
は
椿
井
を
記
さ
な
い
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
頃
、
椿
井
に
は
工
房

は
な
く
別
所
で
造
像
さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
持
国
天
・
増
長
天
を
担
当
し
た
寛
慶
は
、
他
に
興
福
寺
厨
子
入

吉
祥
天
像
（
図
16
・
17
）
を
制
作
し
て
お
り
、
本
像
に
も
椿
井
の
こ
と
は
銘
記
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
台
座
裏
面
の
墨
書
銘
（
図
18
）
を
記

す
と
、興

福
寺
金
堂
御
本
尊
吉
祥
天
女

御
衣
木
加
持
幷
開
眼
供
養
導
師
招
提
寺
第
十
代
長
老
慶
円

繪
所
大
佛
師
法
眼
命
尊
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図18 興福寺吉祥天像台座裏面墨書銘

木
所
大
佛
師

寛
慶

奉
行
僧
招
提
寺
知
事
慶
朝

暦
應
三
年
庚辰
五
月
晦
日

供
養
畢

同
六
月
一
日
自
招
提
寺
奏
興
福
寺

と
な
り
、
こ
こ
に
は
「
木
所
」
と
記
す
だ
け
で
工
房
名
や
住
所
に
つ
い
て
注
記
し
て
い
な
い
。
小
林
剛
氏
は
こ
う
し
た
状
況
が
濫
觴
を
思
わ

せ
る
と
言
い
、
仏
所
名
が
明
記
さ
れ
る
以
前
の
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
た(18)。

吉
祥
天
像
の
銘
文
の
興
福
寺
金
堂
御
本
尊
と
い
う
記
述
は
不
審
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
中
尊
像
で
な
く
と
も
本
尊
と
言
う
こ
と
が
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
。
御
衣
木
加
持
と
開
眼
供
養
の
導
師
を
唐
招
提
寺
第
十
代
長
老
慶
円
が
執
り
行
い
、
彩
色
を
法
眼
命
尊
、
彫
刻
を
寛
慶
が
行

い
、
差
配
し
た
奉
行
が
唐
招
提
寺
知
事
の
慶
朝
で
あ
っ
た
。
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
五
月
晦
日
に
開
眼
供
養
し
、
翌
六
月
一
日
に
唐
招
提

寺
よ
り
興
福
寺
に
運
ん
だ
と
記
さ
れ
る
。

御
衣
木
加
持
な
ら
び
に
開
眼
供
養
導
師
を
勤
め
た
慶
円
は
唐
招

提
寺
中
興
と
も
称
さ
れ
る
寂
禅
房
慶
円
（
一
二
五
四
〜
一
三
四
一
）

で
、
慶
円
は
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
二
月
に
第
十
世
長
老
と
な

り
、
奉
行
僧
の
慶
朝
は
慶
円
の
弟
子
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
銘
文

を
見
る
と
、
本
銘
文
は
台
座
制
作
時
か
ら
底
面
に
銘
文
を
記
す
よ

う
に
銘
文
の
箇
所
を
区
切
っ
て
素
地
の
ま
ま
に
残
し
て
他
を
墨
塗

り
し
て
い
る
。
本
像
開
眼
供
養
の
翌
日
に
唐
招
提
寺
か
ら
興
福
寺

に
運
ば
れ
た
と
い
う
。
ま
さ
か
興
福
寺
寺
域
で
造
像
作
業
を
行
い
、

御
衣
木
加
持
と
開
眼
供
養
は
唐
招
提
寺
で
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
、
慶
朝
が
造
像
お
よ
び
儀
礼
の
段
取
り
い
っ
さ
い
を

木造覚盛上人坐像について
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担
当
し
、
し
か
も
制
作
場
所
は
唐
招
提
寺
で
成
慶
が
行
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
と
な
れ
ば
興
福
寺
の
仏
像
制
作
の
一
切
が
唐
招
提
寺

で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
開
眼
供
養
の
日
時
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
お
り
、
銘
文
は
こ
こ
ま
で
を
造
像
完
成
時
に
記
し
た
が
、
そ
の
後
、
何
ら
か
の
事
情

で
唐
招
提
寺
か
ら
興
福
寺
へ
の
搬
送
日
が
追
記
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
興
福
寺
へ
の
移
動
日
が
急
遽
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
少

な
く
と
も
当
初
記
載
す
る
予
定
で
は
な
か
っ
た
移
動
日
が
追
記
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

吉
祥
天
像
は
唐
招
提
寺
内
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
時
の
興
福
寺
の
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
さ
ほ
ど
こ
の
よ

う
な
造
像
事
情
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
興
福
寺
は
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
三
月
の
火
災
以
降
、
再
建
復
興
に
際
し
て
は
西
大
寺
と

唐
招
提
寺
の
律
僧
が
造
営
の
沙
汰
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
建
築
工
匠
等
に
ま
で
律
僧
が
中
心
と
な
っ
て
奉
行
し
て
い
た
こ
と
が
安

田
次
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(19)。
吉
祥
天
像
の
銘
文
は
こ
う
し
た
当
時
の
状
況
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
覚
盛
上
人
像
も
唐
招
提
寺
内
の
工
房
で
造
像
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
招
提
寺
大
仏
師
と
称
さ
れ
る
が
、
寺
院

名
と
仏
師
号
を
称
す
る
の
は
興
福
寺
大
仏
師
や
東
寺
大
仏
師
以
外
に
は
薬
師
寺
大
仏
師
の
栄
快
、
蓮
華
王
院
大
仏
師
の
湛
慶
、
法
成
寺
大
仏

師
の
院
瑜
、
西
園
寺
大
仏
師
の
性
慶
が
い
る
。
招
提
寺
大
仏
師
を
称
し
て
い
る
の
は
成
慶
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
唐
招
提
寺
で
造
像
を
行

っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
と
解
し
た
い
。
た
だ
興
福
寺
住
と
い
う
銘
記
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
椿
井
仏
師
た
ち
の
居
所
は
や
は
り
椿
井
に
あ

っ
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
造
像
に
よ
っ
て
は
現
地
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
こ
の
頃
の
造
像
に
は
派
出
所
が
作
ら
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。

た
と
え
ば
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
制
作
の
法
隆
寺
護
摩
堂
の
童
子
像
の
台
座
底
面
に
は
左
記
の
銘
文
が
あ
り
、
舜
慶
は
法
隆
寺
に
住
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

奉
安
置

矜
羯
羅
童
子

法
隆
寺
護
摩
堂

80

第一部 鎌倉復興篇



康
暦
二
年
庚申
卯
月
廿
三
日

作
者
舜
慶
民
部
公
當
寺
住

綵
色
清
玄
舜
現
房
南
都
住

舜
慶
は
護
摩
堂
の
弘
法
大
師
像
を
こ
の
五
年
前
、
応
安
八
年
（
一
三
七
五
）
に
慶
秀
と
と
も
に
造
像
し
て
い
る
。
像
内
両
足
部
に
は
左
記

の
銘
文
を
記
す
。

奉
安
置

法
隆
寺
護
摩
堂
本
尊

弘
法
大
師
御
影

応
安
八
年
乙卯
三
月

日

大
佛
師
法
眼
慶
秀

僧
舜
慶

比
丘
湛
譽

大
願
主
大
法
師
院
實

銘
文
か
ら
舜
慶
は
慶
秀
の
師
と
み
ら
れ
る
が
、
居
所
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。
な
お
、
舜
慶
は
こ
の
後
、
円
快
作
の
聖
徳
太
子
像
を

修
理
し
、
奈
良
品
禅
寺
木
造
薬
師
如
来
像
を
制
作
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
に
も
椿
井
と
も
法
隆
寺
住
と
も
記
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
成
慶
の
頃
ま
で
は
こ
う
し
た
状
況
が
続
い
て
い
た
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
招
提
寺
大
仏
師
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
小
林
剛

氏
は
、「
こ
の
椿
井
仏
所
が
興
福
寺
の
寺
域
内
に
在
っ
て
、
興
福
寺
を
始
め
と
す
る
南
都
の
幾
つ
か
の
著
名
寺
院
に
職
場
を
持
ち
、
そ
し
て

そ
れ
が
運
慶
の
父
康
慶
か
ら
の
系
統
を
引
い
て
い
る
」
と
解
し
て
い
る(20)が
、
招
提
寺
大
仏
師
の
称
号
も
当
時
に
あ
っ
て
は
実
質
的
に
工
房
が

唐
招
提
寺
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
言
え
る
し
、
律
寺
院
が
南
都
の
仏
師
に
称
号
を
与
え
る
こ
と
が
当
時
に
あ
っ
て
は
意
義
が
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
。
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
の
奈
良
達
磨
寺
達
磨
像
の
銘
文
に
は
「
仏
工
椿
井
法
眼
集
慶
」
と
あ
る
か
ら
、
成
慶
晩
年
か
集
慶
の

木造覚盛上人坐像について
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頃
に
は
工
房
が
椿
井
に
確
立
さ
れ
た
と
み
な
し
た
い
。
な
お
、
興
福
寺
住
や
康
慶
流
と
記
す
の
は
彼
ら
の
工
房
で
あ
る
椿
井
が
「
南
都
七
郷

記
」（『
平
城
坊
目
遺
考
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
南
円
堂
郷
と
さ
れ
る
か
ら
で
、
南
円
堂
再
興
造
像
を
行
っ
た
康
慶
を
祖
と
仰
ぐ
の
は
当
然
の
こ
と

と
も
考
え
ら
れ
る
。
奥
健
夫
氏
は
、
奈
良
地
方
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
以
降
の
彫
刻
の
父
と
い
う
べ
き
康
慶
の
意
義
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

本
像
に
は
そ
の
こ
と
が
端
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る(21)。

お
わ
り
に

覚
盛
上
人
坐
像
は
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
に
招
提
寺
大
仏
師
成
慶
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
星
山
晋
也
氏
に
よ
れ
ば
成
慶
の
没
後
百
四

十
五
年
を
記
念
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
寺
中
興
を
顕
彰
す
る
記
念
碑
的
な
造
像
で
あ
っ
た
。
し
か
も
当
時
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
奈
良
仏
師

を
起
用
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
当
時
の
興
福
寺
と
唐
招
提
寺
の
復
興
等
に
関
す
る
関
係
が
反
映
し
て
お
り
、
招
提
寺
大
仏
師
の
号
も
こ

う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
出
さ
れ
た
称
号
と
み
ら
れ
る
。
仏
所
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
お
り
、
寺
院
に
所
在
す
る
も
の
や
奈
良
町
に
工
房
を

構
え
そ
の
住
所
を
銘
記
に
表
明
し
て
そ
の
所
属
を
世
に
伝
え
る
こ
と
は
仏
所
の
存
続
等
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
室
町
か
ら
江
戸
初

期
ま
で
は
こ
う
し
た
展
開
を
経
な
が
ら
仏
師
の
工
房
は
統
廃
合
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
だ
今
後
、
南
北
朝
か
ら
近
世
の
奈
良
仏
師
に
関
し
て
は

新
資
料
の
発
見
や
新
研
究
が
な
さ
れ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
今
後
は
室
町
時
代
の
南
都
仏
所
の
展
開
の
中
で
椿
井
仏
所
の
全
体
像
を
把
握
し
て

考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

注(1
)
昭
和
四
年
四
月
六
日
、
旧
国
宝
指
定
。
名
称
は
「
木
造
大
悲
菩
薩
坐
像
」。

(2
)
小
林
剛
「
室
町
時
代
に
於
け
る
椿
井
仏
所
に
つ
い
て
」（『
佛
教
藝
術
』
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
一
年
）、
同
『
日
本
彫
刻
史
作
家
研
究
』
所
収
。

長
谷
川
誠
「
大
悲
菩
薩
覚
盛
坐
像
」（
奈
良
六
大
寺
大
観
刊
行
会
編
『
奈
良
六
大
寺
大
観
十
三

唐
招
提
寺
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）。

(3
)
そ
の
他
の
法
量
（
単
位
＝
㎝
）。
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本
体

頂

顎
二
六
・
六
、
耳
張
一
九
・
七
、
面
幅
一
六
・
三
、
面
奥
二
四
・
三
、
胸
奥
（
右
）
二
四
・
四
、
腹
奥
三
二
・
四
、
臂
張
五
八
・
一
、
膝

張
六
三
・
九
、
裾
張
一
二
六
・
九
、
裾
奥
六
六
・
二
、
膝
高
（
左
）
一
六
・
四
、
同
（
右
）
一
五
・
〇
、
膝
奥
（
左
）
五
五
・
四

払
子
柄
長
二
二
・
九

畳
座

高
一
五
・
四
、
幅
一
四
二
・
二
、
奥
九
〇
・
八

保
存
状
態

像
内
よ
り
当
て
る
補
材
と
払
子
は
後
補
。
現
在
の
彩
色
は
山
口
隆
介
氏
の
指
摘
の
通
り
元
禄
六
年
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
（『
特
別
陳
列

覚
盛
上
人
7
7
0
年
御
忌

鎌
倉
時
代
の
唐
招
提
寺
と
戒
律
復
興
』
展
図
録
、
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）。

(4
)
覚
盛
の
事
績
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
史
料
』
五
編
三
十
冊
、
三
二
一
頁
を
参
照
。

(5
)
星
山
晋
也
『
日
本
の
古
寺
美
術
八

唐
招
提
寺
』
保
育
社
、
一
九
八
七
年
。

(6
)
前
掲
注
(2
)長
谷
川
誠
氏
解
説
。

(7
)
小
林
剛
前
掲
注
(2
)論
文
。

(8
)
前
掲
注
(2
)長
谷
川
誠
解
説
。

(9
)
上
原
昭
一
「
椿
井
仏
師
」（『
室
町
時
代
仏
像
彫
刻

在
銘
作
品
に
よ
る

』
学
芸
書
林
、
一
九
七
〇
年
）。

(10
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
。

(11
)
長
谷
川
誠
「
弘
法
大
師
坐
像

護
摩
堂
所
在
」（『
奈
良
六
大
寺
大
観
四

法
隆
寺
四
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）。

(12
)
奥
健
夫
『
奈
良
の
鎌
倉
時
代
彫
刻
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
〇
年
）。
山
口
隆
介
氏
に
御
示
教
賜
っ
た
。

(13
)
『
大
日
本
史
料
』
七
編
九
冊
、
七
六
一
頁
。

(14
)
『
東
寺
百
合
文
書
』
キ
函
一
八
三
。
釈
文
に
つ
い
て
は
早
稲
田
大
学
大
学
院
生
大
谷
優
紀
氏
に
協
力
い
た
だ
き
、
ま
た
梅
澤
亜
希
子
氏
に
御
示
教
賜
っ

た
。
北
山
大
塔
の
仏
像
と
本
文
書
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

(15
)
小
林
剛
前
掲
注
(2
)論
文
。

(16
)
小
林
剛
前
掲
注
(2
)論
文
。

大
河
内
智
之
「
室
町
時
代
の
奈
良
仏
師
に
つ
い
て
」（『
仏
教
史
研
究
』
三
三
、
同
朋
舎
、
一
九
九
七
年
）。

(17
)
小
林
剛
前
掲
注
(2
)論
文
。

(18
)
小
林
剛
前
掲
注
(2
)論
文
。

(19
)
安
田
次
郎
「
勧
進
の
体
制
化
と
『
百
姓
』

大
和
の
一
国
平
均
役
＝
土
打
役
に
つ
い
て

」（『
史
学
雑
誌
』
九
二

一
、
一
九
八
三
年
）、
同

『
中
世
の
興
福
寺
と
大
和
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
。
ま
た
慶
円
や
当
時
の
唐
招
提
寺
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
細
川
涼
一
「
三
条
大
宮
長
福

寺
尊
鏡
と
唐
招
提
寺
慶
円

後
醍
醐
天
皇
と
南
都
律
僧

」（『
中
世
文
学
』
四
七
、
二
〇
〇
二
年
）
が
詳
し
い
。
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(20
)
小
林
剛
「
仏
所
の
分
立
と
そ
の
名
称
に
つ
い
て
」（『
佛
教
藝
術
』
七
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
〇
年
）、
同
『
日
本
彫
刻
史
作
家
研
究
』
所
収
。

(21
)
奥
健
夫
前
掲
注
(12
)。

付
記

調
査
撮
影
は
公
益
財
団
法
人
美
術
院
国
宝
修
理
所
常
務
理
事
藤
本
靑
一
氏
、
川
村
学
園
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
真
田
尊
光
氏
、
大
津
市
歴
史
博
物
館
学
芸
員

鯨
井
清
隆
氏
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
生
西
野
航
氏
、
三
橋
由
吾
氏
と
と
も
に
行
っ
た
。
資
料
閲
覧
に
は
美
術
院
事
務
所
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
調
査
に
際

し
て
は
唐
招
提
寺
副
執
事
長
石
田
太
一
氏
に
ご
高
配
を
賜
り
、
図
版
掲
載
に
関
し
て
は
各
御
所
蔵
者
に
御
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、

本
稿
は
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
（
2018S-048）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

図
版
提
供
等

図
1

唐
招
提
寺
提
供

図
2
〜
11

鯨
井
清
隆
氏
撮
影

図
12
〜
13

筆
者
撮
影

図
15

文
化
庁
提
供

図
14

京
都
国
立
博
物
館
提
供

図
16
〜
18

公
益
財
団
法
人
美
術
院
提
供
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